
本学における教育訓練の実施状況について 

 
2011年 12月 立命館大学動物実験委員会 

 
本学規程では、関連法令、本学規程、動物実験の方法などの動物実験に携わる者として

の基礎知識の修得を目的とした教育訓練を実施しており、本学で動物実験を実施する者に

ついては、本教育訓練を受講し、確認テストで一定基準をクリアする事を義務付けており

ます。 
 
■教育訓練実施状況 

実施年月日 合格者数 

2008年 10月 31日 61名 
2008年 11月 06日 28名 
2009年 06月 16日 28名 
2009年 07月 01日 4名 
2010年 04月 23日 65名 
2010年 11月 15日 8名 
2011年 05月 02日 45名 
2011年 05月 18日 23名 
2011年 12月 15日 90名 

計 352名 

（2011年 12月 20日現在） 
 
■教育訓練内容 

○関連法令(動物愛護法・動物実験等の指針等)の概要説明 

○学内規程の概要説明 

○３Ｒの理念について 

○飼養保管施設の利用に関する注意事項 

○人獣共通感染症について 

○確認テスト 

※内容は、教育訓練実施時の状況により多少内容が変更されます。 

 

以上 


